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       令 和 ５ 年 第 ２ 回 鹿 沼 市 議 会 定 例 会 議 案 説 明 書        

 

◎ 報告第１３号 専決処分事項の報告について  

         （損害賠償の額の決定及び和解） 

 

令和４年１１月２５日今宮町地内の市道上において、職員が運転する普通乗用   

自動車が、市内在住者に接触し、負傷させたことに対し、損害賠償の額を      

４４８，４４０円とし、和解したものである。  

 

（参照条文） 地方自治法 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、

その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長におい

て、これを専決処分にすることができる。  

２ 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長

は、これを議会に報告しなければならない。  

 

       市長専決処分事項の指定について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より次の事項については、これを市長において専決処分することがで

きるものとする。 

              記 

 １件１００万円以下の事件に関し、市がその当事者である和解をす

ること。 

 １件１００万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定

めること。 

 

◎ 報告第１４号 専決処分事項の報告について  

         （損害賠償の額の決定及び和解） 

 

令和５年１月８日深津地内の市道上において、市内在住者所有の自転車が走行

中、道路陥没地に落ち、自転車を破損させるとともに、当該市内在住者を負傷さ

せたことに対し、損害賠償の額を６，９６１円とし、和解したものである。  

 



（参照条文） 報告第１３号と同じ。 

 

◎ 報告第１５号 専決処分事項の報告について  

         （損害賠償の額の決定及び和解） 

 

令和４年１０月１８日松原１丁目地内において、職員が運転するごみ収集車が、

ヒルタウンさつき野共用施設等管理組合所有の汚水桝に接触し、破損させたこと

に対し、損害賠償の額を１４６，３００円とし、和解したものである。  

 

（参照条文） 報告第１３号と同じ。 

 

◎ 報告第１６号 専決処分事項の報告について  

         （損害賠償の額の決定及び和解） 

 

令和５年３月１１日緑町２丁目地内の市道上において、市内在住者所有の普通

乗用自動車が走行中、側溝のグレーチング蓋が跳ね上がり、車両を破損させたこ

とに対し、損害賠償の額を２９，６００円とし、和解したものである。  

 

（参照条文） 報告第１３号と同じ。 

 

◎ 報告第１７号 専決処分事項の報告について  

         （損害賠償の額の決定及び和解） 

 

令和５年１月１８日堆肥化センター製品棟内において、職員が運転する小型貨

物自動車が後進し、市外在住者所有の軽貨物自動車に接触し、破損させたことに

対し、損害賠償の額を２６０，１０４円とし、和解したものである。  

 

（参照条文） 報告第１３号と同じ。 

 

 



◎ 報告第１８号 専決処分事項の報告について  

         （損害賠償の額の決定及び和解） 

 

令和５年３月２５日千渡地内の市道上において、有限会社アイエム所有の普通

乗用自動車が走行中、道路陥没地に落ち、破損させたことに対し、損害賠償の額

を４２，３２８円とし、和解したものである。  

 

（参照条文） 報告第１３号と同じ。 

 

◎ 報告第１９号 債権放棄の報告について 

 

市営住宅使用料及び水道料金について、破産による免責又は消滅時効の完成に

より債権を放棄したので、報告するものである。  

 

（参照条文） 鹿沼市債権管理条例 

第１１条 市長は、私債権について、次の各号のいずれかに該当す

るときは、当該債権及びこれに係る既に発生した履行の遅滞に係る

損害賠償金その他の徴収金に係る債権を放棄することができる。 

 (1) 破産法（平成１６年法律第７５号）第２５３条第１項、会社

更生法（平成１４年法律第１５４号）第２０４条第１項その他

の法令の規定により債務者が当該私債権につきその責任を免れ

たとき。 

第２号 省略 

(3) 当該私債権について消滅時効が完成したとき（債務者が時効

の援用をしない特別の理由があるときを除く。）。  

２ 市長は、前項の規定により私債権を放棄したときは、これを議  

会に報告しなければならない。  

 

◎ 報告第２０号 令和４事業年度公益財団法人鹿沼市農業公社事業及び決 

算の報告について 

 

 

 



◎ 報告第２１号 令和４事業年度公益財団法人鹿沼市花木センター公社事  

業及び決算の報告について  

 

  公益財団法人鹿沼市農業公社及び公益財団法人鹿沼市花木センター公社の令

和４事業年度における事業及び決算に関する書類を法の定めるところにより提

出するものである。 

 

（参照条文） 地方自治法 

第２４３条の３ 第１項 省略 

２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、

毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、

これを次の議会に提出しなければならない。 

第３項 省略  

 

◎ 報告第２２号 令和５事業年度公益財団法人かぬま文化・スポーツ振興  

         財団事業計画及び予算の報告について  

 

  公益財団法人かぬま文化・スポーツ振興財団の令和５事業年度における事業計

画及び予算に関する書類を法の定めるところにより提出するものである。  

 

（参照条文） 報告第２０号及び報告第２１号と同じ。 

 

◎ 報告第２３号 令和４年度鹿沼市継続費繰越計算報告について  

 

  一般会計の継続費を設定したごみ処理施設整備事業外２事業において、工事請負

費等の一部を翌年度に繰り越したものである。  

 

（参照条文） 地方自治法施行令 

第１４５条  継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費  

の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかつたものは、当該

継続費の継続年度の終わりまで逓次繰り越して使用することが

できる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、翌年度

の５月３１日までに継続費繰越計算書を調製し、次の会議におい  



てこれを議会に報告しなければならない。  

第２項及び第３項 省略 

 

◎ 報告第２４号 令和４年度鹿沼市繰越明許費繰越計算報告について  

 

一般会計のバス路線対策費外２４事業において、事業工程の見直し等のため、

事業費の一部を翌年度に繰り越したものである。  

 

（参照条文） 地方自治法施行令 

第１４６条 第１項 省略 

２ 普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌

年度に繰り越したときは、翌年度の５月３１日までに繰越計算書を

調製し、次の会議においてこれを議会に報告しなければならない。 

第３項 省略 

 

◎ 報告第２５号 令和４年度鹿沼市水道事業会計予算繰越計算報告につい  

         て 

 

配水設備拡張費及び配水設備改良費において、関連する他の工事との調整等に

より年度内支出が困難となったため、事業費の一部を翌年度に繰り越したもので

ある。 

 

（参照条文） 地方公営企業法 

第２６条 予算に定めた地方公営企業の建設又は改良に要する経費

のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものがある場合におい

ては、管理者は、その額を翌年度に繰り越して使用することがで

きる。 

第２項 省略 

３ 前２項の規定により予算を繰り越した場合においては、管理者

は、地方公共団体の長に繰越額の使用に関する計画について報告  

をするものとし、報告を受けた地方公共団体の長は、次の会議に

おいてその旨を議会に報告しなければならない。  

 

 



◎ 報告第２６号 令和４年度鹿沼市下水道事業会計予算繰越計算報告につ  

いて 

 

管渠整備費及び処理場整備費において、関連する他の工事との調整等により年

度内支出が困難となったため、事業費の一部を翌年度に繰り越したものである。 

 

（参照条文） 報告第２５号と同じ。 

 

◎ 議案第３７号 専決処分事項の承認について  

         （令和４年度鹿沼市一般会計補正予算（第１２号）） 

 

  歳入については、市税、地方消費税交付金、地方交付税、国県支出金等の増減

額を計上し、歳出については、財政調整基金積立金、公共施設整備基金積立金、

生活保護扶助費、予防接種費、中小企業経営対策事業費等の増減額を計上したも

ので、この補正額を 51,187,000 円の減とし、予算総額を 48,657,391,000 円とす

るものである。 

  なお、繰越明許費、地方債の補正については、第２表及び第３表のとおりであ

る。 

 

（参照条文） 地方自治法 

第１７９条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第１１３  

条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、

普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特

に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明ら

かであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決

しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事

件を処分することができる。ただし、第１６２条の規定による副  

知事又は副市町村長の選任の同意（中略）については、この限り

でない。 

第２項 省略 

３ 前２項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、

次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければ  

 ならない。 

第４項 省略 



◎ 議案第３８号 専決処分事項の承認について 

（令和４年度鹿沼市国民健康保険特別会計補正予算 

（第３号）） 

 

  歳入については、国民健康保険税、県支出金、諸収入等の増減額を計上し、歳

出については、一般被保険者療養給付費、国保健康づくり事業費、予備費等の増

減額を計上したもので、この補正額を 269,701,000 円の減とし、予算総額を

10,146,095,000 円とするものである。 

   

（参照条文） 議案第３７号と同じ。 

 

◎ 議案第３９号 専決処分事項の承認について  

（令和４年度鹿沼市後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第３号）） 

 

  歳入については、繰入金及び諸収入等の減額を計上し、歳出については、健診

事業費、後期高齢者医療広域連合納付金等の減額を計上したもので、この補正額

を 17,874,000 円の減とし、予算総額を 1,217,025,000 円とするものである。 

   

（参照条文） 議案第３７号と同じ。 

 

◎ 議案第４０号 専決処分事項の承認について  

（鹿沼市税条例の一部改正）  

 

地方税法の一部改正に伴い、市民税及び軽自動車税の種別割における減免等課

税の特例期限の延長等を行うためのものである。  

 

（参照条文） 議案第３７号と同じ。 

 

 

 



◎ 議案第４１号 専決処分事項の承認について  

         （鹿沼市都市計画税条例の一部改正）  

 

  地方税法の一部改正に伴い、引用する同法の条項を整理するためのものである。 

 

（参照条文） 議案第３７号と同じ。 

 

◎ 議案第４２号 専決処分事項の承認について  

         （鹿沼市国民健康保険税条例の一部改正） 

 

  地方税法施行令の一部改正に伴い、低所得世帯に対する国民健康保険税の減額

措置の適用範囲を拡大するためのものである。  

 

（参照条文） 議案第３７号と同じ。 

 

 

 

◎ 議案第４３号 専決処分事項の承認について  

         （令和５年度鹿沼市一般会計補正予算（第３号）） 

 

  歳入については、国庫支出金の増額を計上し、歳出については、行政情報ネッ

トワーク管理事業費、児童扶養手当費の増額を計上したもので、この補正額を

112,441,000 円の増とし、予算総額を 40,875,994,000 円とするものである。 

 

（参照条文） 議案第３７号と同じ。 

 

 

 

 

 

 



◎ 議案第４４号 令和５年度鹿沼市一般会計補正予算（第４号）について 

 

  歳入については、国庫支出金及び寄附金の増額を計上し、歳出については、市

政功労者表彰費、公共施設整備基金積立金、物価高騰緊急支援給付金給付事業費

等の増減額を計上したもので、この補正額を 375,131,000 円の増とし、予算総額

を 41,251,125,000 円とするものである。 

 

（参照条文） 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しな

ければならない。 

第１号 省略 

(2) 予算を定めること。 

第３号から第１５号まで及び第２項 省略 

 

◎ 議案第４５号 令和５年度鹿沼市下水道事業会計補正予算（第１号）に  

ついて 

 

  収益的収入 及び 支出において、 収入 総額を 9,905,000 円、支出総額を

19,811,000 円増額補正し、資本的収入及び支出において、収入総額を 19,805,000

円、支出総額を 19,811,000 円減額補正するものである。  

 

（参照条文） 議案第４４号と同じ。 

 

◎ 議案第４６号 栃木県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数  

の減少及び栃木県市町村総合事務組合規約の変更につい  

て 

 

  令和５年９月３０日から佐野地区衛生施設組合が脱退することに伴い、栃木県

市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数を減少し、及び同組合の規約の

一部を変更することについて、関係地方公共団体と協議するためのものである。 

 



（参照条文） 地方自治法 

第２８６条 一部事務組合は、これを組織する地方公共団体（中略）

の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務

組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議

によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、

その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければなら

ない。 

第１項ただし書及び第２項 省略 

第２９０条 第２８４条第２項、第２８６条（中略）及び前２条の

協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければな

らない。第２８４条第２項、第２８６条及び前２条の協議につい

ては、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。  

 

◎ 議案第４７号 佐野地区衛生施設組合が栃木県市町村総合事務組合から  

脱退することに伴う財産処分について  

 

  佐野地区衛生施設組合が栃木県市町村総合事務組合から脱退することに伴う

退職手当支給事務に係る財産処分について、関係地方公共団体と協議するための

ものである。 

 

（参照条文） 地方自治法 

第２８９条 第２８６条、第２８６条の２又は前条の場合において、

財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこ

れを定める。 

第２９０条 第２８４条第２項、第２８６条（中略）及び前２条の

協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければな

らない。第２８４条第２項、第２８６条及び前２条の協議につい

ては、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。  

 

◎ 議案第４８号 鹿沼市税条例の一部改正について 

 

  地方税法の一部改正に伴い、森林環境税の賦課、徴収方法等を定めるとともに、

特定の要件を満たすマンションについて長寿命化改修工事を行った際の固定資

産税の減額に係るわがまち特例の割合の設定等を行うためのものである。  



（参照条文） 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しな  

ければならない。 

 (1) 条例を設け又は改廃すること。  

第２号から第１５号まで及び第２項 省略 

 

◎ 議案第４９号 鹿沼市手数料条例の一部改正について  

 

建築基準法の一部改正に伴い、省エネ改修等を行う際の建築制限を緩和するた

めの特例認定に要する手数料の新設等を行うためのものである。  

 

（参照条文） 議案第４８号と同じ。 

 

◎ 議案第５０号 鹿沼市火災予防条例の一部改正について  

 

関係省令等の一部改正に伴い、急速充電設備の出力上限の廃止等を行うための

ものである。 

 

（参照条文） 議案第４８号と同じ。 

 

◎ 議案第５１号 人権擁護委員候補者の推薦について  

 

人権擁護委員川久保博氏が令和５年９月３０日をもって任期満了となるので、

新たに斎藤隆男氏を推薦するためのものである。  

 

（参照条文） 人権擁護委員法 

第６条 第１項及び第２項 省略 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙

権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権

擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に

携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体で  

あつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団  



体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁

護委員の候補者を推薦しなければならない。  

第４項から第８項まで 省略 

 

◎ 議案第５２号 人権擁護委員候補者の推薦について  

 

  人権擁護委員鈴木改子氏が令和５年９月３０日をもって任期満了となるので、

引き続き同氏を推薦するためのものである。 

 

（参照条文） 議案第５１号と同じ。 

 

◎ 議案第５３号 人権擁護委員候補者の推薦について  

 

  人権擁護委員杉山哲之氏が令和５年９月３０日をもって任期満了となるので、

引き続き同氏を推薦するためのものである。  

 

（参照条文） 議案第５１号と同じ。 

 

◎ 議案第５４号 鹿沼市固定資産評価審査委員会委員の選任について  

 

  本市固定資産評価審査委員会委員毛束和弘氏が令和５年６月６日をもって任

期満了となるので、引き続き同氏を選任するためのものである。  

 

（参照条文） 地方税法 

第４２３条 第１項及び第２項 省略 

３ 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村

税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有

する者のうちから、当該市町村の議会の同意を得て、市町村長が

選任する。 

第４項から第９項まで 省略 

 

 



◎ 議案第５５号 鹿沼市農業委員会委員の任命について  

 

本市農業委員会委員が令和５年７月１９日をもって任期満了となるので、新た

に田野井晃造氏を任命するためのものである。 

 

（参照条文） 農業委員会等に関する法律  

第８条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化

の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関

しその職務を適切に行うことができる者のうちから、市町村長が、

議会の同意を得て、任命する。  

第２項から第７項まで 省略 

 

◎ 議案第５６号 鹿沼市農業委員会委員の任命について  

 

本市農業委員会委員が令和５年７月１９日をもって任期満了となるので、引き

続き田島正男氏を任命するためのものである。 

 

（参照条文） 議案第５５号と同じ。 

 

◎ 議案第５７号 鹿沼市農業委員会委員の任命について  

 

本市農業委員会委員が令和５年７月１９日をもって任期満了となるので、新た

に関口清氏を任命するためのものである。  

 

（参照条文） 議案第５５号と同じ。 

 

◎ 議案第５８号 鹿沼市農業委員会委員の任命について  

 

本市農業委員会委員が令和５年７月１９日をもって任期満了となるので、新た

に金子重博氏を任命するためのものである。  

 



（参照条文） 議案第５５号と同じ。 

 

◎ 議案第５９号 鹿沼市農業委員会委員の任命について  

 

本市農業委員会委員が令和５年７月１９日をもって任期満了となるので、引き

続き神山卓也氏を任命するためのものである。 

 

（参照条文） 議案第５５号と同じ。 

 

◎ 議案第６０号 鹿沼市農業委員会委員の任命について  

 

本市農業委員会委員が令和５年７月１９日をもって任期満了となるので、引き

続き竹澤靖氏を任命するためのものである。  

 

（参照条文） 議案第５５号と同じ。 

 

◎ 議案第６１号 鹿沼市農業委員会委員の任命について  

 

本市農業委員会委員が令和５年７月１９日をもって任期満了となるので、新た

に髙村秀男氏を任命するためのものである。  

 

（参照条文） 議案第５５号と同じ。 

 

◎ 議案第６２号 鹿沼市農業委員会委員の任命について  

 

本市農業委員会委員が令和５年７月１９日をもって任期満了となるので、引き

続き大森用子氏を任命するためのものである。 

 

（参照条文） 議案第５５号と同じ。 

 



◎ 議案第６３号 鹿沼市農業委員会委員の任命について  

 

本市農業委員会委員が令和５年７月１９日をもって任期満了となるので、新た

に神長守雄氏を任命するためのものである。  

 

（参照条文） 議案第５５号と同じ。 

 

◎ 議案第６４号 鹿沼市農業委員会委員の任命について  

 

本市農業委員会委員が令和５年７月１９日をもって任期満了となるので、新た

に松井研吉氏を任命するためのものである。  

 

（参照条文） 議案第５５号と同じ。 

 

◎ 議案第６５号 鹿沼市農業委員会委員の任命について  

 

本市農業委員会委員が令和５年７月１９日をもって任期満了となるので、引き

続き奈良茂男氏を任命するためのものである。 

 

（参照条文） 議案第５５号と同じ。 

 

◎ 議案第６６号 鹿沼市農業委員会委員の任命について  

 

本市農業委員会委員が令和５年７月１９日をもって任期満了となるので、新た

に黒川幸昭氏を任命するためのものである。  

 

（参照条文） 議案第５５号と同じ。 

 

 

 



◎ 議案第６７号 鹿沼市農業委員会委員の任命について 

 

本市農業委員会委員が令和５年７月１９日をもって任期満了となるので、新た

に仲田裕子氏を任命するためのものである。  

 

（参照条文） 議案第５５号と同じ。 

 

◎ 議案第６８号 鹿沼市農業委員会委員の任命について  

 

本市農業委員会委員が令和５年７月１９日をもって任期満了となるので、新た

に小平敏男氏を任命するためのものである。  

 

（参照条文） 議案第５５号と同じ。 

 

◎ 議案第６９号 鹿沼市農業委員会委員の任命について  

 

本市農業委員会委員が令和５年７月１９日をもって任期満了となるので、引き

続き安生芳子氏を任命するためのものである。 

 

（参照条文） 議案第５５号と同じ。 

 

◎ 議案第７０号 鹿沼市農業委員会委員の任命について  

 

本市農業委員会委員が令和５年７月１９日をもって任期満了となるので、引き

続き青木正好氏を任命するためのものである。 

 

（参照条文） 議案第５５号と同じ。 

 

 

 



◎ 議案第７１号 鹿沼市農業委員会委員の任命について  

 

本市農業委員会委員が令和５年７月１９日をもって任期満了となるので、新た

に柴田忠氏を任命するためのものである。  

 

（参照条文） 議案第５５号と同じ。 

 

◎ 議案第７２号 鹿沼市農業委員会委員の任命について  

 

本市農業委員会委員が令和５年７月１９日をもって任期満了となるので、新た

に早乙女八重子氏を任命するためのものである。  

 

（参照条文） 議案第５５号と同じ。 

 

◎ 議案第７３号 鹿沼市農業委員会委員の任命について  

 

本市農業委員会委員が令和５年７月１９日をもって任期満了となるので、新た

に小林和夫氏を任命するためのものである。  

 

（参照条文） 議案第５５号と同じ。 

 

◎ 議案第７４号 鹿沼市名誉市民の推挙について 

 

本市名誉市民として中西崇介氏を推挙するためのものである。  

 

（参照条文） 鹿沼市名誉市民条例 

第２条 名誉市民は、鹿沼市名誉市民推薦委員会の推薦に基づき、

市長が議会の同意を得てこれを推挙する。  

 


